
広報

No.541

人口　33，941人  （78人増）
　男　17，332人  （37人増）
　女　16，609人  （41人増）
世帯　13，167　（39世帯増）
外国人登録数　　　　 669人

人 口 と 世 帯

1月1日現在
 （   ）は前月比

新春を駆ける

　1月14日、快晴の中、第31回
瑞穂町駅伝競走大会が行われま
した。選手は、沿道からのたく
さんの応援を受け、一生懸命走
り抜きました。
　皆さん、ご協力ありがとうござ
いました。（関連記事13ページ）

福　祉

２～３確定申告、町・都民税の申告　ほか

４～５税源移譲により あなたの所得税・住民税が変わります

１４～１７インフォメーション

６～８みずほ伝言板

町立小・中学校の入学通知は
届きましたか　ほか

バランスシート　行政コスト計算書
家庭ごみ分別変更説明会を開催　ほか

心身障害者（児）福祉センターあゆみ通所
希望受付　認知症予防講演会　ほか

選挙管理委員会から選挙のお知らせ
公共交通に関する要望活動　ほか

１８～２０教育委員会からのお知らせ

９～１１

お
も
な
内
容

平成19年

�　042（557）0501（代表）
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2広報みずほ　平成19年2月号

所得税の納期限は、3月15日�です。期限までにお近くの金融機関等で納付してください。

２
〜
５
ペ
ー
ジ
で
は
、
税
の
申
告
や
改
正
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
２
ペ
ー
ジ
…
所
得
税
の
確
定
申
告

▼
３
ペ
ー
ジ
…
町
・
都
民
税
の
申
告
受
付

▼
４
〜
５
ペ
ー
ジ
…
所
得
税
・
住
民
税
が
変
わ

り
ま
す

税
町
・
都
民
税
の
申
告

確

定

申

告

【
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
場
合
】

▼
平
成
１８
年
中
の
事
業
所
得
や
不
動
産

所
得
な
ど
所
得
金
額
の
合
計
が
、
基

礎
控
除
や
そ
の
他
の
所
得
控
除
の
合

計
額
を
超
え
る
方

【
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
給
与
所
得
者
】

▼
平
成
１８
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額

が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

▼
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金

額
の
合
計
が
２０
万
円
を
超
え
る
方

▼
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
等
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
方

【
同
族
会
社
の
役
員

ま
た
は
そ
の
他
親
族
等
の
場
合
】

▼
同
族
会
社
か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に
、

次
の
収
入
の
あ
る
方

①
同
族
会
社
か
ら
の
配
当
、
同
族
会

社
へ
の
貸
付
金
の
利
息

②
不
動
産
、動
産
、営
業
権
な
ど
の
賃
貸

料
③
機
械
、
器
具
な
ど
の
使
用
料

★
給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す
る

必
要
の
な
い
方
で
も
、
次
の
方
は
、

確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ

れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

▼
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
付
金

控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な

ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

▼
年
の
途
中
で
退
職
し
、
そ
の
後
就
職

し
て
い
な
い
た
め
、
年
末
調
整
を
受

け
て
い
な
い
方

※
還
付
を
受
け
る
た
め
に
確
定
申
告
を

す
る
場
合
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
含
め
て
申
告
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

2月 8 日�～10日�

2月14日�・15日�

2月16日�～28日�
（土・日曜日は除きます）

2月20日�～23日�

期　　間　　　　　　　受付時間　　　　   場　　所　　　　 　　　  その他

福生駅
プチギャラリー3階

瑞穂町民会館

羽村市役所
福生市商工会館 
あきる野市役所
瑞穂町民会館

午前10時30分～
午後0時30分

午後1時30分～4時30分

午前9時30分～11時30分
午後1時～3時

午前9時～11時
午後1時～  3時

�給与所得者、年金受給者、農業
所得者および小規模事業者の
方は、ご利用ください。

�譲渡所得・消費税・相続税・
贈与税の申告は、税務署でご
相談ください。

�福生駅プチギャラリーは、給
与所得者・年金受給者の相談
のみとさせていただきます。

青梅税務署・税理士会による確定申告相談日程

臨
時
受
付
窓
口
の
ご
利
用
を

日
　
程

２
月
１８
日
・
２５
日
�

時
　
間
　
午
前
９
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
５
時

場
　
所

青
梅
税
務
署

★
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

所
得
税
の
確
定
申
告

問
合
せ
　
青
梅
税
務
署

�
０
４
２
８
（
２２
）
３
１
８
５

ご
存
じ
で
す
か

高
齢
者
に
関
す
る
各
種
控
除

○
高
齢
者
の
「
障
害
者
控
除
」

６５
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
方
で
も
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
方
に
は
、
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

確
定
申
告
の
際
、
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
添
付

す
る
と
、
本
人
ま
た
は
そ
の
扶
養
者
が
障
害
者
控
除
ま
た

は
特
別
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
で
き
る
方

本
人
お
よ
び
そ
の
家
族
の
方
（
扶
養
し
て
い
る
方
）

控除区分 要介護認定の結果による区分

※1 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準とは
　認知機能の障がいが日常生活に及ぼす影響の度合いを判定したもので、
　軽度から順にⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴの５段階で区分しています。

※2 障がい高齢者の日常生活自立度判定基準とは
　動作の障がいが日常生活に及ぼす影響の度合いを判定したもので、軽度
　から順にＪ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階で区分しています。

障害者控除

特別障害者
控除

認知状態にあり、　認知症高齢者の日常生活自立度判定
基準のⅡに該当

　障がい高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基
準のＡに該当

認知状態にあり、　認知症高齢者の日常生活自立度判定
基準のⅢ以上に該当

寝たきりの状態にあり、　障がい高齢者の日常生活自立
度（寝たきり度）判定基準のＢ以上に該当

※1

※2

※1

※2

控除の対象となる方

◎
介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
の

掛
け
金
と
同
様
、
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ

高
齢
者
福
祉
課

�
５
５
７
―
０
５
９
４
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3 広報みずほ　平成19年2月号

★
町
・
都
民
税
の
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

▼
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
勤
務
先

か
ら
町
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
な
い
方
（
勤
務
先
で

お
確
か
め
く
だ
さ
い
）

▼
事
業
、
不
動
産
、
配
当
、
年
金
な
ど

の
所
得
が
あ
っ
た
方
で
、
確
定
申
告

の
必
要
が
な
い
方

▼
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

※
所
得
の
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

申
告
書
裏
面
の「
収
入
の
な
か
っ
た
方
」

の
欄
へ
記
入
し
、
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

★
申
告
の
必
要
が
な
い
方

▼
平
成
１８
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
税
務
署
へ
提
出
す
る
方

▼
勤
務
先
か
ら
町
に
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
あ
り
、
給
与
所
得
の

ほ
か
に
所
得
の
な
い
方

○
申
告
に
持
参
す
る
も
の

①
印
鑑

②
所
得
を
証
明
す
る
も
の
（
源
泉
徴

収
票
、
事
業
主
の
支
払
証
明
書
、

収
支
明
細
書
な
ど
）

③
社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
損

害
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
・

国
民
年
金
基
金
の
掛
け
金
・
個
人

年
金
保
険
料
お
よ
び
医
療
費
控
除

等
の
領
収
書
、
ま
た
は
支
払
っ
た

額
を
証
明
で
き
る
も
の

※
生
命
保
険
料
で
、
９
０
０
０
円
を

超
え
る
契
約
の
場
合
は
、
証
明
書

の
添
付
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
医

療
費
控
除
に
は
必
ず
領
収
書
が
必

要
で
す
。
あ
ら
か
じ
め
病
院
ご
と

に
合
計
金
額
を
計
算
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

④
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
障
が

い
を
証
明
す
る
書
類
等

※
申
告
書
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

長岡南会館

元狭山
コミュニティ
センター

武蔵野
コミュニティ
センター

日　程　　　受付時間　　　   場 　所

2月21日�

2月22日�

2月23日�

午前9時～11時
午後1時～  4時

出張受付をご利用ください

※午前中は大変混
　み合います。
　午後の受付も、
　ご利用ください。

期
　
間
　
２
月
１６
日
�
〜
３
月
１５
日
�

（
土
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
）

時
　
間
　
午
前
９
時
〜
１１
時
、
午
後
１
時
〜
４
時

場
　
所
　
町
民
会
館
ホ
ー
ル

問
合
せ
　
税
務
課�

５
５
７
―
７
５
１
９

こ
の
申
告
は
、
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
で
平
成
１８
年
分
の
所
得
を
申
告
し
て
い

た
だ
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
税
額
を
計
算
す
る
た
め
の
資
料
と
な
る
も
の
で
す
。

町
・
都
民
税
の
申
告
受
付

所
得
税
の
確
定
申
告
も
併
せ
て
受
け
付
け
ま
す
。

た
だ
し
、
土
地
・
家
屋
・
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
、
農
業
・
営
業
な

ど
の
所
得
の
あ
る
方
と
、
青
色
申
告
、
消
費
税
、
相
続
税
、
贈
与
税
の

申
告
を
す
る
方
は
、
青
梅
税
務
署
で
直
接
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
１８
年
度
に
申
告
を
し
て
い
た
だ
い
た
方
な
ど
に
、
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す

（
２
月
初
め
に
発
送
予
定
）。

申
告
書
が
届
か
な
い
方
は
、
税
務
課
ま
た
は
申
告
会
場
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

身
分
証
明
書

認
定
書
の
発
行

高
齢
者
福
祉
課
で
発
行
し
ま
す
の
で
、
直
接
窓
口
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
高
齢
者
福
祉
課
　
�
５
５
７
ー
０
５
９
４

○
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
が
、
医
療
費
控

除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
に
掛
か
っ
た
費
用
を
医
療
費
控

除
さ
れ
る
場
合
、
医
師
の
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

の
代
わ
り
に
、
町
に
あ
る
要
介
護
認
定
資
料
（
主
治
医
意
見

書
）
が
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
　
象

▼
介
護
保
険
施
設
（
介
護
老
人
福
祉

施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介

護
療
養
型
医
療
施
設
）
に
入
所
さ

れ
て
い
る
方

▼
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て
い

る
方
で
、
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
が
位

置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画
に
基
づ
い
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
さ
れ
て
い
る
方

○
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

い
ず
れ
も
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
介
護
度
、
日
常
生
活
自
立
度
な
ど
の
個
人

情
報
に
つ
い
て
、
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
は
お
受

け
で
き
ま
せ
ん
。
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どうして変わったの？
「地方のことは地方で」という方針のもと、三位一体改革が進められています。その一環として、国

の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が国から地方へ移譲されます。
この税源移譲に伴って、皆さんが納めている住民税が大きく変わることとなります。

どう変わるの？
税源移譲によって、町は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近

で、よりよい行政サービスを受けられるようになります。

ほほととんんどどのの方方はは、、平平成成1199年年11月月分分かからら所所得得税税がが減減りりままししたた。。そそののぶぶんん、、66月月分分かからら住住民民税税がが増増
ええまますす。。ししかかしし、、税税源源のの移移しし替替ええななののでで、、「「所所得得税税＋＋住住民民税税」」のの負負担担はは基基本本的的ににはは変変わわりりまませせんん。。

負担
増減額

0円

0円

0円

所得税 住民税 合　計

税源移譲後

  62,000円

160,500円

376,500円

126,500円

260,500円

404,500円

188,500円

421,000円

781,000円

負担
増減額

0円

0円

0円

所得税 住民税 合　計

税源移譲後

           0円

  59,500円

165,500円

    9,000円

135,500円

293,500円

     9,000円

195,000円

459,000円

独身者の場合

給与収入

300万円

500万円

700万円

所得税 住民税 合　計

税源移譲前

124,000円

258,000円

474,000円

  64,500円

163,000円

307,000円

188,500円

421,000円

781,000円

給与収入

300万円

500万円

700万円

所得税 住民税 合　計

税源移譲前

　　    0円

119,000円

263,000円

    9,000円

  76,000円

196,000円

     9,000円

195,000円

459,000円

夫婦 　子ども2人の場合＋

※夫婦＋子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
★このほか、実際の負担増減額には、平成19年から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。

モデルケース　税源移譲による負担変動（年額）

所得税　平成19年1月分から適用　　　 4段階の税率を、6段階に細分化
（所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないように制度設計）

（都道府県民税4％、区市町村民税6％）
住民税　平成19年6月分から適用　　　 3段階の税率から、一律10％に

4広報みずほ　平成19年2月号

問合せ　税務課　�557ー7519

税源移譲により税源移譲により

 あなたの所得税・住民税が変わります あなたの所得税・住民税が変わります

 あなたの所得税・住民税が変わりますあなたの所得税・住民税が変わります あなたの所得税・住民税が変わりますあなたの所得税・住民税が変わります あなたの所得税・住民税が変わります
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税源移譲以外の主な変更点

所得税…平成18年1月分から
　　　　税額の10％相当額を減額（12.5万円を限度）

住民税…平成18年6月分から
　　　　税額の7.5％相当額を減額（2万円を限度）

所得税…平成19年1月分から廃止

住民税…平成19年6月分から廃止

 418,000円

住  民  税
・定率減税

所  得  税
・定率減税

合計

△

△

293,500円

 459,000円

住  民  税

所  得  税

合計

165,500円

196,000円　    
  14,700円

263,000円
  26,300円

○住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられて
います。

※各モデルケースの住民税（年額）は所得割に係るもので、このほか均等割が課税されます。また、一定の社会保険料が控除され

るものとして計算しています。

※子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。

, ,

 27,840円

住  民  税

所  得  税
・定率減税

合計
（税額　　27,800円） （税額　　　　　　　     37,400円）

△

非課税

34,800円
  6,960円

 37,453円

住  民  税
・定率減税
・（住民税ー定率減税）

所  得  税
・定率減税

合計

△
△

△

  19,900円
　1,500円    
  12,267円

34,800円
  3,480円

× 3
2

（税額　　　　42,200円）
 42,266円

住  民  税
・住民税

所  得  税

合計

△
37,300円　
12,434円

17,400円

× 3
1

※年金収入200万円の方は、年金に係る控除を行った後の合計所得金額は125万円以下なので、経過措置が適用されます。

モデルケース　夫婦 ＋ 子ども2人・給与収入700万円（年額）

モデルケース　70歳独身・年金収入200万円（年額）

平成18年

平成18年

平成19年以降

平成19年

平成17年度 平成18年度以降

合計所得金額
125万円以下の方

非 課 税

課 税
経過措置として
平成18年度は税額の3分の2を減額
平成19年度は税額の3分の1を減額
平成20年度以降は、全額負担

※この経過措置は、昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象になります。

平成17年度 平成18年度 平成19年度

5 広報みずほ　平成19年2月号

○定率減税が廃止されました。
景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として、平成11年度から導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏

まえて廃止（所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から）されました。

平成17年1月1日現在、65歳以上の方（昭和15年1月2日以前に生まれた方）で、前年の合計所得金額が125万円以下
の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置
が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置
がとられています。
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